
特定個人情報保護評価書（重点項目評価書）

評価書番号  評価書名

7 鳥取市　個人住民税事務　重点項目評価書

 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

　鳥取市は個人住民税事務における特定個人情報ファイルの取扱いにあた
り，その取扱いが個人のプライバシー等の権利利益に影響を及ぼしかねない
ことを認識し，特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを軽減
させるために十分な措置を行い，もって個人のプライバシー等の権利利益の
保護に取り組んでいることを宣言する。

特記事項

[令和７年５月　様式３]

 評価実施機関名

鳥取市長

 公表日

令和8年1月5日



項目一覧

Ⅴ　評価実施手続

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要

　（別添２）　変更箇所

Ⅳ　開示請求、問合せ

Ⅰ　基本情報

（別添１） 特定個人情報ファイル記録項目

Ⅲ　リスク対策



Ⅰ　基本情報
 １．特定個人情報ファイルを取り扱う事務

 ①事務の名称 個人住民税事務

 ②事務の内容

 ２．特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム

 ①システムの名称 個人住民税システム

 ③対象人数 [ 10万人以上30万人未満

 ②システムの機能

1) 1,000人未満
3) 1万人以上10万人未満

]

＜選択肢＞
2) 1,000人以上1万人未満
4) 10万人以上30万人未満

 システム1

　個人住民税は、賦課期日（1月1日）時点において、本市内に住所を有する個人又は本市内に事務所、事
業所若しくは家屋敷を有する個人で本市内に住所を有しない者に対し課税する道府県民税及び市町村民税
（以下「個人住民税」という。）の総称であり、地方税法に基づき道府県民税と市町村民税を一括して市町村
が賦課事務を行うものである。
　特定個人情報は、以下の個人住民税の賦課事務において、地方税法及び行政手続における特定の個人
を識別するための番号の利用等に関する法律（以下「番号法」という。）の規定に従い取り扱う。

【課税準備事務】
①個人住民税の申告が必要と思われる者に「市民税・県民税申告書（以下「住民税申告書」という。）」を発
送する。

【課税資料等収集事務】
①給与支払報告書の受領（紙、電子媒体、eLTAX）
   事業所等から提出された給与支払報告書を受領する。
②住民税申告書及び確定申告書データの受領（紙、eLTAX、国税連携電子データ）
　 個人から提出された住民税申告書、各種申告資料及び国税庁から送信される確定申告書データを受領
する。
③公的年金支払報告書の受領（紙、eLTAX）
　 年金保険者から提出された公的年金支払報告書を受領する。
④障害者控除関係情報、生活保護に関する情報の照会
⑤他団体への資料回送
　 本来申告されるべき市区町村へ該当資料を送付する。
【当初賦課決定事務】
　上記課税資料の中から賦課内容を決定し、税額の計算及び徴収区分等の決定を行い、本人へ通知する。
①賦課決定通知の作成
　 賦課内容から徴収区分に合わせて納税通知書、特別徴収税額決定通知書を作成する。

【賦課更正事務】
　賦課決定通知後に調査の結果や新たな課税資料、税務署からの修正申告書、更正決議書の受領等によ
り賦課決定通知内容に変更が生じる場合に賦課決定内容を変更して通知する。
①更正決定通知
　 特別徴収事業所や本人宛に更正決定後の賦課内容の通知を行う。

【調査等事務】
①扶養調査
　 扶養控除について申告内容に誤りがないか調査する。本人への照会等の現況調査を行い、申告内容に
誤りがある場合は職権により賦課内容の更正を行う。
②住民登録外課税通知
　 鳥取市に住民登録のない課税者について、住所地市区町村に地方税法第294条第3項に基づく通知を行
う。
③未申告調査
　前々年に不動産所得又は事業所得があり、前年に同所得の申告が無い者に対し実態調査を行い、申告
忘れの場合は申告を依頼する。
④税務署通知
　 調査の結果により賦課決定内容に更正が発生する場合、所得税にも影響するため、更正内容を所轄の
税務署へ通知する。

①納税義務者把握機能　：　課税対象となる納税義務者（給与支払報告書提出事業所含む）を把握する機
能
②申告書登録機能　：　課税対象者から申請される申告書等（課税資料）をシステムに登録する機能
③当初賦課機能　：　登録されている資料情報から対象年度の賦課を決定する機能
④賦課更正機能　：　課税対象者の異動に伴い、賦課情報を更正する機能
⑤課税整理・調査機能　：　扶養関係情報が未特定の対象者を調査する機能



⑥庁外向け資料作成機能　：　住民登録外課税通知など庁外向けの資料を作成する機能
⑦証明書発行機能　：　各種証明書を窓口業務向けに発行する機能
⑧統計管理機能　：　個人住民税業務における調定表等の統計資料を作成する機能
⑨他システム連携機能　：　収納システムや課税資料イメージ管理システム等と連携する機能



 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ○

[ ○ ] その他 （ 課税資料イメージ管理システム )

[ ○ ] 宛名システム等 [

] 住民基本台帳ネットワークシステム [[

 システム2～5

 システム2

 ①システムの名称 宛名システム

 ②システムの機能

 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム

 システム3

 ①システムの名称 課税資料イメージ管理システム

 ②システムの機能

①イメージ作成　：　国税連携システム、eLTAXシステムから受信した電子データ及び給与支払者から提出さ
れた電子データをもとに画像ファイルを作成する機能
②スキャニング機能　：　紙で提出された課税資料をスキャニングして画像ファイルを作成する機能
③イメージ検索機能　：　登録された課税資料を検索、印刷する機能
④電子データ補完入力機能　：　個人住民税システムに連携する確定申告書電子データを修正する機能

[ ○ ] その他 （ 団体内統合利用番号連携サーバ（団体内統合宛名システム）

①住民登録者宛名管理機能　：　住民登録者を住基システムより連携、管理する機能
②住民登録外者・事業所宛名管理機能　：　住民登録外者・事業所宛名を登録・修正する機能
③共有宛名管理機能　：　共有代表者の宛名を登録・修正する機能
④送付先管理機能　：　現住所と異なる送付先を登録・修正する機能
⑤納税関係者管理機能　：　相続人や納税管理等の納税関係者を登録・修正する機能
⑥連絡先管理機能　：　電話番号等の連絡先を登録・修正する機能
⑦口座管理機能　：　振替口座・還付口座を登録・修正する機能
⑧世帯管理機能　：　住民登録外者を世帯に加入・脱退する機能
⑨納税組合管理機能　：　納税組合やそれに属する組合員を登録・修正する機能
⑩他システム連携機能　：　税務システムや福祉系システム等と連携する機能

○

[ ○

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ○

[ ] 宛名システム等 [

)

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [

 システム4

 ①システムの名称 団体内統合利用番号連携サーバ（団体内統合宛名システム）

 ②システムの機能

①宛名管理機能：既存業務システムから住民登録者データ、住民登録外者データを受領し、団体内宛名利
用番号連携サーバ内の統合宛名DBに反映を行う。
②統合宛名番号の付番機能：個人番号が新規入力されたタイミングで、統合宛名番号の付番を行う。
③符号要求機能：個人番号を特定済みの統合宛名番号を中間サーバに登録し、中間サーバーに情報提供
用個人識別符号の取得要求・取得依頼を行う。中間サーバーから返却された処理通番は住基GWへ送信す
る。
④情報提供機能：各業務で管理している別表２の提供業務情報を受領し、中間サーバーへの情報提供を行
う。
⑤情報照会機能：中間サーバーへ他団体への情報照会を要求し、返却された照会結果を画面表示または、
各業務システムにファイル転送を行う。

○

[ ] その他 （ )

 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 宛名システム等 [

] 庁内連携システム

] 既存住民基本台帳システム

] 税務システム

] 庁内連携システム

] 既存住民基本台帳システム

] 税務システム

] 庁内連携システム

] 既存住民基本台帳システム

] 税務システム



 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 宛名システム等 [ ○

[ ○ ] その他 （ 中間サーバー )

] 税務システム

○

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ○

] 庁内連携システム

] 既存住民基本台帳システム

] 庁内連携システム

] 既存住民基本台帳システム

 システム5

 ①システムの名称 中間サーバー

 ②システムの機能

①符号管理機能：情報照会、情報提供に用いる個人の識別子である「符号」と、情報保有機関内で個人を特
定するために利用する「団体内統合宛名番号」とをひもづけ、その情報を保管・管理する機能。
②情報照会機能：情報提供ネットワークシステムを介して、特定個人情報（連携対象）の情報照会および情
報提供受領（照会した情報の受領）を行う機能。
③情報提供機能：情報提供ネットワークシステムを介して、情報照会要求の受領および当該特定個人情報
（連携対象）の提供を行う機能。
④既存システム接続機能：中間サーバーと既存システム、団体内統合宛名システム及び住基システムとの
間で情報照会内容、情報提供内容、特定個人情報（連携対象）、符号取得のための情報等について連携す
るための機能。
⑤情報提供等記録管理機能：特定個人情報（連携対象）の照会、または提供があった旨の情報提供等記録
を生成し、管理する機能。
⑥情報提供データベース管理機能：特定個人情報（連携対象）を副本として、保持・管理する機能。
⑦データ送受信機能：中間サーバーと情報提供ネットワークシステム（インターフェイスシステム）との間で情
報照会、情報提供、符号取得のための情報等について連携するための機能。
⑧セキュリティ管理機能：セキュリティを管理するための機能。
⑨職員認証・権限管理機能：中間サーバーを利用する職員の認証と職員に付与された権限に基づいた各種
機能や特定個人情報（連携対象）へのアクセス制御を行う機能。
⑩システム管理機能：バッチの状況管理、業務統計情報の集計、稼動状態の通知、保管期限切れ情報の削
除を行う機能。

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [
 ③他のシステムとの接続

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 宛名システム等 [

 システム6～10

 システム6

 ①システムの名称 国税連携システム

 ②システムの機能

①国税連携データの管理機能
　　国税データの検索、詳細表示、帳票印刷、ダウンロード機能
②法定調書データの管理機能
　　法定調書データの検索、詳細表示、帳票印刷、ダウンロード機能
③団体間回送機能
　　団体間回送受信・送信状況の確認及び団体間回送ファイルの登録機能

[ ○ ] その他 （ 団体内統合利用番号連携サーバ（団体内統合宛名システム） )

] 税務システム

 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 宛名システム等 [

[ ○ ] その他 （ 地方税ポータルセンタ（eLTAX) )

] 税務システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [

] 庁内連携システム

] 既存住民基本台帳システム



] 庁内連携システム

] 既存住民基本台帳システム

 システム7

 ①システムの名称 eLTAXシステム

 ②システムの機能

①利用届出の審査管理機能
　　eLTAXの利用にあたり、利用者から届け出があった情報を審査、管理する機能
②提出データの審査管理機能
　　利用者から提出されたデータを審査、管理し、ダウンロードする機能
③特別徴収税額通知データの送信機能
　　特別徴収義務者に特別徴収税額通知データを送信する機能
④年金特別徴収データの送受信機能
　　審査サーバで受信した団体回付データ（配信）をファイル出力し、基幹システムで作成した団体回付デー
タ（集信）を審査サーバへ引き渡す機能
⑤特定個人情報ファイル（本人確認用）の送信機能
　基幹システムで作成した特定個人情報ファイル（本人確認用）を審査サーバへ引き渡し地方税ポータルセ
ンタ（eLTAX）に送信する機能

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [
 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 宛名システム等 [

 システム8

 ①システムの名称 個人住民税申告ポータル

 ②システムの機能
個人住民税について、オンラインで申告ができる機能

[ ○ ] その他 （ 地方税ポータルセンタ（eLTAX) )

] 税務システム

 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 宛名システム等 [

[ ○ ] その他 （ マイナポータル申請管理 )

] 税務システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [

] 庁内連携システム

] 既存住民基本台帳システム

] 庁内連携システム

] 既存住民基本台帳システム

 システム9

 ①システムの名称 マイナポータル申請管理

 ②システムの機能

【地方公共団体向け機能】住民が電子申請を行った際の申請データ取得画面又は機能を地方公共団体に
公開する機能

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [
 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 宛名システム等 [

[ ] その他 （ )

] 税務システム



 ７．他の評価実施機関

 法令上の根拠

１．行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（番号法）（平成25年法律
第27号）
・第９条（利用範囲）
   第１項：番号法別表に規定された事務
   ＜番号法別表＞ ２４

２．行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の
整備等に関する法律(平成２５年５月３１日法律第２８号)により地方税法、国税通則法、所得税法の一部が
改正され、税務関係書類に個人番号の記載を求める措置が講じられている。

以上の法令上の根拠により、税務事務である個人住民税の賦課事務において個人番号を利用する。

 ①実施の有無

 ②法令上の根拠

・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（番号法）　（平成25年法律第
27号）
第19条第8号（特定個人情報の提供の制限）及び別表第24の項

番号法第19条第8号に基づく主務省令第2条の表における情報提供の根拠
第三欄（情報提供者）が「市町村長」の項のうち、第四欄（利用特定個人情報）に「地方税関係情報」が含ま
れる項（1、2、3、4、5、7、11、13、15、20、28、37、39、42、48、49、53、57、58、59、63、65、66、69、73、75、
76、81、83、84、86、87、88、89、90、91、92、96、98、106、108、115、124、125、129、130、132、137、138、
140、141、142、144、147、151、152、155、156、158、160、161、163、164、165、166、167、168、169、170、
171、172、173の項）

番号法第19条第8号に基づく主務省令第2条の表における情報照会の根拠
 （第一欄（情報照会者）が「市町村長」の項のうち、第二欄（特定個人番号利用事務）が「地方税法その他の
地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例又は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に
よる地方税又は森林環境税の賦課徴収に関する事務」となっているもの）：48の項

 ４．個人番号の利用 ※

（１）宛名特定個人情報ファイル
（２）個人住民税特定個人情報ファイル

 ５．情報提供ネットワークシステムによる情報連携 ※

 ②所属長の役職名 市民税課長

 ６．評価実施機関における担当部署

 ①部署 総務部税務・債権管理局市民税課

[

 ３．特定個人情報ファイル名

]

＜選択肢＞
1) 実施する
2) 実施しない
3) 未定

実施する



）

【識別情報】
　対象者の特定のために記録
【連絡先等情報】
　対象者の賦課期日時点の居住地及び世帯状況、税額通知送付先の把握のために記録

[

[ ○ [ ○

[ ○

・業務関係情報

[

[

 ⑤保有開始日 平成２８年１月１日

 全ての記録項目

 その妥当性

 ⑥事務担当部署 総務部税務・債権管理局市民税課

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要

 ③対象となる本人の範囲　※
賦課期日（１月１日）時点において、本市内に住所を有する個人又は本市内に事務所、事業所又は家屋敷を
有する個人で本市内に住所を有しない者で、所得にかかる各種申告（給与支払報告書、公的年金支払報告
書、確定申告書等）があった者及びその配偶者、被扶養者。

 その必要性 個人住民税において適正かつ公平な課税を行うため、必要範囲の特定個人情報を保有する必要がある。

 ④記録される項目

 ②対象となる本人の数

 １．特定個人情報ファイル名

（１）宛名特定個人情報ファイル

 ２．基本情報

 ①ファイルの種類 ※ [ システム用ファイル

[ 10万人以上100万人未満

[

] 5情報（氏名、氏名の振り仮名、性別、生年月日、住所）

・識別情報

・連絡先等情報

○

 主な記録項目　※

[

] 医療保険関係情報 ] 児童福祉・子育て関係情報 [

[ [

]

＜選択肢＞
1） システム用ファイル
2） その他の電子ファイル（表計算ファイル等）

＜選択肢＞
1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

]

]
1） 10項目未満 2） 10項目以上50項目未満
3） 50項目以上100項目未満

＜選択肢＞

4） 100項目以上

] 個人番号 ] その他識別情報（内部番号）

] 連絡先（電話番号等）

] その他住民票関係情報

] 国税関係情報 ] 地方税関係情報 ] 健康・医療関係情報

] 障害者福祉関係情報

] 学校・教育関係情報

] 災害関係情報

] 介護・高齢者福祉関係情報

] 年金関係情報

100項目以上

[

[

（

[

別添１を参照。

[

[ ] 個人番号対応符号

[

] その他

[

] 生活保護・社会福祉関係情報 [

[ ] 雇用・労働関係情報



] フラッシュメモリ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）○ ] 紙 [

] その他

[

[

（

[ ○ ] 評価実施機関内の他部署 （ ）

[ （

 ③使用目的　※

 使用部署 総務部税務・債権管理局市民税課

 ３．特定個人情報の入手・使用

 使用者数

 ④使用の主体

] その他 （

）

[ [] 電子メール [ ○

[

 ②入手方法

）

[

 ⑤使用方法

[ ○

個人住民税の適正かつ公平な課税事務を効率的に行うための課税対象者を管理するため。

 ①入手元　※

[

 ⑥使用開始日 平成28年1月1日

 情報の突合 二重課税や誤賦課防止のため、課税資料情報をもとに本人照会により突合する。

10人以上50人未満

）

[ ] 民間事業者 （

（

] 本人又は本人の代理人

] 情報提供ネットワークシステム

] 庁内連携システム] 専用線

] 地方公共団体・地方独立行政法人

）

）

] 行政機関・独立行政法人等

]

＜選択肢＞
1） 10人未満
3） 50人以上100人未満

[

[

5） 500人以上1,000人未満

2） 10人以上50人未満
4） 100人以上500人未満
6） 1,000人以上

課税対象者（非課税者含む）情報の登録（更新）を行う。
・賦課期日時点で住民登録している者
・賦課期日時点で本市内に事務所、事業所又は家屋敷を有し、本市内に住所を有しない者
・賦課期日時点で住民登録していないが、本市を生活の本拠地とする者



 ③委託先名

再
委
託

 委託事項1

 ①委託内容

・宛名システムのパッケージアプリケーション保守作業
・ジョブスケジューリングや帳票印刷等のシステム運用作業
・職員からの問い合わせに対する調査
・作業指示に基づくデータ抽出

 ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

再委託する

 ⑤再委託の許諾方法

 ⑥再委託事項

 ④再委託の有無　※

・宛名システムのパッケージアプリケーション保守作業
・ジョブスケジューリングや帳票印刷等のシステム運用作業
・職員からの問い合わせに対する調査
・作業指示に基づくデータ抽出

 委託事項11～15

[

[

[

富士通Japan株式会社　鳥取支店

]

＜選択肢＞

2） 10人以上50人未満
4） 100人以上500人未満

 委託の有無　※

 ②委託先における取扱者数

 委託事項2～5

 委託事項6～10

 委託事項16～20

1） 再委託する 2） 再委託しない

宛名システムの保守・運用

（

]

）　件

＜選択肢＞
1） 委託する 2） 委託しない

]

＜選択肢＞
1） 10人未満
3） 50人以上100人未満
5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

10人未満

委託する

1

委託先、再委託先から個人情報保護に関する誓約書の提出を求め、許諾を判断する。



 移転先11～15

 移転先6～10

[ ]

＜選択肢＞
1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満

[ [

[ [
 ⑥移転方法

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

] 庁内連携システム

] 電子メール

] フラッシュメモリ

[ ] その他 （

[ ] 専用線

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 紙

 移転先2～5

 移転先1

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

[

5） 1,000万人以上

 提供先16～20

本市に住民登録しているが、賦課期日(１月１日)時点で他市町村を生活の本拠地とする課税対象者

 提供・移転の有無

 ③提供する情報

（ 1 ] 移転を行っている （

個人番号、４情報

] フラッシュメモリ

）[ ○ ] その他 （ LGWAN回線

 提供先2～5

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第９号

 ①法令上の根拠

申告受付期間（１～３月）及び随時

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

 ⑥提供方法

 ⑦時期・頻度

[ ○

他の市町村長 提供先1

] 提供を行っている ） 件

 提供先6～10

 提供先11～15

）

 ③移転する情報

 ⑦時期・頻度

 ②移転先における用途

 ②提供先における用途 二重課税の防止

 移転先16～20

] 行っていない

[ ]

＜選択肢＞
1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

[

 ５．特定個人情報の提供・移転（委託に伴うものを除く。）

） 件 [

] 専用線

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 紙

1万人未満

[

[

[ [ ○

[

[ ] 情報提供ネットワークシステム

] 電子メール



 ７．備考

 ６．特定個人情報の保管・消去

 保管場所　※
・特定個人情報はＩＤ／パスワードによるログイン認証が必要なサーバ内に保管している。
・端末は施錠管理されているキャビネットに保管またはセキュリティワイヤーで施錠している。
・上記のサーバー、端末ともセキュリティゲートにより入退館管理を行っている建物内にある。



 （別添１） 特定個人情報ファイル記録項目

（１）宛名特定個人情報ファイル
１．個人番号、２．個人番号異動事由、３．個人番号異動日、４．宛名コード、５．宛名区分、６．個法区分、７．宛名税目コード、８．通称名使
用区分、９．宛名異動事由、１０．宛名基本異動日、１１．宛名基本届出日、１２．基本氏名カナ情報、１３．基本氏名検索カナ情報、１４．基本
氏名漢字情報、１５．基本名カナ情報、１６．基本名検索カナ情報、１７．基本名漢字情報、１８．生年月日、１９．性別、２０．行政区、２１．小
学校区、２２．中学校区、２３．選挙区、２４．郵便親番、２５．郵便子番、２６．住所区分、２７．住所コード、２８．番地コード、２９．枝番コード、
３０．小枝番コード、３１．小枝番コード３、３２．住所漢字、３３．方書漢字、３４．国籍コード、３５．在留資格、３６．在留期間開始日、３７．在留
期間終了日、３８．住記住民日、３９．住記住定日、４０．住記消除日、４１．住記消除事由、４２．住記住民区分、４３．転入前市町村コード、４
４．転入前郵便番号、４５．転入前住所、４６．転入前方書、４７．転出前市町村コード、４８．転出前郵便番号、４９．転出前住所、５０．転出前
方書、５１．外国人登録番号、５２．社会保障番号、５３．ＤＶフラグ、５４．ネグレクトフラグ、５５．送付先設定事由、５６．送付先設定日、５７．
送付先廃止事由、５８．送付先廃止日、５９．送付先氏名カナ情報、６０．送付先氏名検索カナ情報、６１．送付先氏名漢字情報、６２．送付先
名カナ情報、６３．送付先名検索カナ情報、６４．送付先名漢字情報、６５．送付先郵便親番、６６．送付先郵便子番、６７．送付先住所区分、
６８．送付先住所コード、６９．送付先番地コード、７０．送付先枝番コード、７１．送付先小枝番コード、７２．送付先小枝番コード３、７３．送付
先住所漢字、７４．送付先方書漢字、７５．特定宛先人区分、７６．特定宛先人コード、７７．特定宛先人設定日、７８．特定宛先人廃止日、７
９．世帯コード、８０．続柄、８１．世帯増事由、８２．世帯増異動日、８３．世帯減事由、８４．世帯減異動日、８５．口座申込年月日、８６．口座
開始年月日、８７．口座解約異動事由、８８．口座解約年月日、８９．金融機関コード、９０．口座種別、９１．口座番号、９２．口座名義人カナ、
９３．口座電話番号、９４．納付種別、９５．口振済通知出力区分、９６．還付申込年月日、９７．還付開始年月日、９８．還付解約異動事由、９
９．還付解約年月日、１００．還付金融機関コード、１０１．還付用口座種別、１０２．還付用口座番号、１０３．還付口座名義人カナ、１０４．還
付口座名義人漢字、１０５．還付口座電話番号、１０６．組合コード、１０７．組合加入日、１０８．組合脱退日、１０９．市町村コード、１１０．関連
前宛名コード、１１１．関連宛名開始事由、１１２．関連宛名開始異動日、１１３．関連宛名終了事由、１１４．関連宛名終了異動日、１１５．連
絡先種別、１１６．電話番号等、１１７．経理担当者等、１１８．連絡先設定日、１１９．異動担当者、１２０．更新業務コード



Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要
 １．特定個人情報ファイル名

（２）個人住民税特定個人情報ファイル

 ２．基本情報

 ①ファイルの種類 ※

＜選択肢＞

[ システム用ファイル ]

2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ③対象となる本人の範囲　※
賦課期日（１月１日）時点において、本市内に住所を有する個人又は本市内に事務所、事業所又は家屋
敷を有する個人で本市内に住所を有しない者で、所得にかかる各種申告（給与支払報告書、公的年金
支払報告書、確定申告書等）があった者。

1） システム用ファイル
2） その他の電子ファイル（表計算ファイル等）

 ②対象となる本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満 ]

[ ] 個人番号対応符号 [ ○ ] その他識別情報（内部番号）

2） 10項目以上50項目未満
3） 50項目以上100項目未満 4） 100項目以上

 主な記録項目　※

・識別情報

[ ○ ] 個人番号

 その必要性
個人住民税において適正かつ公平な課税を行うため、必要範囲の特定個人情報を保有する必要があ
る。

 ④記録される項目

＜選択肢＞

[ 100項目以上 ]
1） 10項目未満

[ ○ ] その他住民票関係情報

・業務関係情報

[ ○ ] 国税関係情報 [ ○ ] 地方税関係情報

・連絡先等情報

[ ] 4情報（氏名、性別、生年月日、住所） [ ○ ] 連絡先（電話番号等）

○ ] 障害者福祉関係情報

[ ○ ] 生活保護・社会福祉関係情報 [ ] 介護・高齢者福祉関係情報

[ ] 健康・医療関係情報

[ ○ ] 医療保険関係情報 [ ] 児童福祉・子育て関係情報 [

 その妥当性

【識別情報】
　対象者の特定のために記録
【連絡先等情報】
　対象者の賦課期日時点の居住地及び世帯状況、税額通知送付先の把握のために記録
【業務関係情報】
・国税関係情報　対象者の所得税に係る情報に基づき、個人住民税の賦課を行うために記録
・地方税関係情報　算出した個人住民税額に基づき、税額通知・証明書等の帳票印刷のために記録
・医療保険関係情報　国民健康保険料の納付情報に基づき、社会保険料控除の算出を行うために記録
・障害者福祉関係情報　身体障害者手帳の交付情報に基づき、非課税の判定、障害者控除該当の判定
を行うために記録
・生活保護・社会福祉関係情報　生活保護給付情報に基づき非課税の判定を行うために記録
・年金関係情報　年金特徴該当者の判定、年金特徴の可否判定のために記録

 全ての記録項目 別添１を参照。

 ⑤保有開始日 平成２８年１月１日

[ ] その他 （ ）

[ ] 学校・教育関係情報

[ ] 災害関係情報

[ ] 雇用・労働関係情報 [ ○ ] 年金関係情報

 ⑥事務担当部署 総務部税務・債権管理局市民税課



（
市民生活部市民課、福祉部生活福祉課、福祉部長寿
社会課、福祉部保険年金課、福祉部障がい福祉課

）

[ ○ ] 行政機関・独立行政法人等 （ 国税庁、公的年金等支払者（日本年金機構） ）

 ３．特定個人情報の入手・使用

 ①入手元　※

[ ○ ] 本人又は本人の代理人

[ ○ ] 評価実施機関内の他部署

[ ] その他 （ ）

[ ○ ] 民間事業者 （ 給与支払者、公的年金等支払者（日本年金機構を除く） ）

[ ○ ] 地方公共団体・地方独立行政法人 （ 都道府県、他市町村 ）

[ ○ ] 庁内連携システム

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。） [ ] フラッシュメモリ

[ ] 電子メール [ ] 専用線
 ②入手方法

[ ○ ] 紙 [ ○

[ ○ ] その他 （

[ 100人以上500人未満 ]
1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満

LGWAN回線 ）

 ③使用目的　※
所得・所得控除の根拠となる課税資料をもとに納税義務者の特定及び適正な課税額の算出を行うた
め。

 ④使用の主体

 使用部署
総務部税務・債権管理局市民税課、総務部税務・債権管理局収納推進課、市民生活部市民課、各総合
支所市民福祉課

 使用者数

＜選択肢＞

 情報の突合

（１）住基情報と、申告情報を突合して個人を特定し、対象者毎に所得額を把握する。【上記１】
（２）住基情報と、申告情報、障害者福祉関係情報、生活保護・社会福祉関係情報を突合して、非課税、
減免を確認する。【上記１】
（３）住基情報と、申告情報、障害者福祉関係情報を突合して、所得控除額を確認する。【上記１】
（４）住基情報と、地方税関係情報を突合して、納税通知書に係るデータを作成する。【上記２】

 ⑥使用開始日 平成28年1月1日

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ⑤使用方法

１　各種申告書等の受付に関する事務
・申告情報（住民税申告書、確定申告書、給与支払報告書、年金等支払報告書）から住民等の所得情
報、所得控除額情報を把握する。
・住基情報から、申告者の個人番号、賦課期日時点での住所地、世帯状況を把握する。
・障害者福祉関係情報、生活保護・社会福祉関係情報から非課税、減免を把握する。

２　個人住民税の賦課、通知に関する事務
・上記１で収集した各種情報に基づき、住民等に対する個人住民税額を決定する。
・納税通知書を印刷し、外部委託業者にブッキング・封入・封緘業務を委託する。
・納税義務者、給与支払者、年金保険者へ納税通知書、税額決定通知書等を送付する。
・申告情報の追加・更正があった場合は、個人住民税情報を更新し、納税義務者・給与支払者、年金保
険者へ必要な通知書等を送付する。

３　給与所得者の異動に関する事務
・特別徴収義務者からの給与所得者異動届出書に基づき、特別徴収の中止、普通徴収への変更等を行
う。

４　年金特別徴収対象者の異動に関する事務
・住基情報から、年金特別徴収対象者の異動を把握し、特別徴収の開始・中止等を決定する。



 委託の有無　※
[ 委託する ]

＜選択肢＞
1） 委託する 2） 委託しない

（ 3 ）　件

 ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満
5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 委託事項1 課税資料のデータパンチ

 ①委託内容 紙資料をもとに税務システムで利用できる電子データファイルを作成（データパンチ）する。

 ②委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 10人以上50人未満 ]

2） 再委託しない

 ⑤再委託の許諾方法

 ⑥再委託事項

 ③委託先名 株式会社ヨナゴシーズ　/　シティーコンピュータ株式会社　鳥取支社

再
委
託

 ④再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託しない ]
1） 再委託する

]
1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満
5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 委託事項2～5

 委託事項2 納税通知書の印刷

 ①委託内容 印刷済みの納税通知書を印刷会社に渡し、ブッキング・封入・封緘まで行う。

 ②委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 10人未満

2） 再委託しない

 ⑤再委託の許諾方法

 ⑥再委託事項

 ③委託先名 中央印刷株式会社

再
委
託

 ④再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託しない ]
1） 再委託する

1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満
5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 委託事項3 個人住民税システムのシステム保守および運用

 ①委託内容 システムの保守および運用管理を行う。

 ②委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 10人未満 ]

2） 再委託しない

 ⑤再委託の許諾方法 委託先、再委託先から個人情報保護に関する誓約書の提出を求め、許諾を判断する。

 ⑥再委託事項 システムの保守および運用管理を行う。

 ③委託先名 富士通Japan株式会社　鳥取支店

再
委
託

 ④再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託する ]
1） 再委託する

 委託事項6～10

 委託事項11～15

 委託事項16～20



] 移転を行っている （ 40 ） 件

[ ] 行っていない

 ５．特定個人情報の提供・移転（委託に伴うものを除く。）

 提供・移転の有無
[ ○ ] 提供を行っている （ 72 ） 件 [ ○

3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

 ③提供する情報 地方税関係情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満 ]
2） 1万人以上10万人未満

 提供先1 番号法第19条第8号に基づく主務省令第2条の表に定める情報照会者（別紙１参照）

 ①法令上の根拠 番号法第19条第8号に基づく主務省令第2条の表（別紙１参照）

 ②提供先における用途 番号法第19条第8号に基づく主務省令第2条の表に定める各事務（別紙１参照）

 ⑦時期・頻度 照会を受けた都度

 提供先2～5

 提供先2 特別徴収義務者として指定した給与支払者

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第１号

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 専用線

[ ] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）
 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

特別徴収の対象となる給与所得者

 ⑥提供方法

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途 従業員の給与から個人住民税を特別徴収する

 ③提供する情報 個人番号、氏名、住所、個人住民税の特別徴収額及び地方税関係情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 1万人以上10万人未満

 ⑦時期・頻度 当初賦課時（５月）及び更正時

 提供先3 特別徴収義務者である年金保険者

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第１号

] 紙

[ ○ ] その他 （ LGWAN回線 ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ○

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満

 ②提供先における用途 公的年金から個人住民税を特別徴収する

 ③提供する情報 個人番号、４情報及び個人住民税の特別徴収額

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 1万人以上10万人未満



5） 1,000万人以上



 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

特別徴収の対象となる年金受給者

 ⑥提供方法

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

 ⑦時期・頻度 当初賦課時（７月）及び更正時

 提供先4 国税庁長官

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第１０号

] 紙

[ ○ ] その他 （ ＬＧＷＡＮ回線 ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

 ⑥提供方法

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途 国税に関する調査

 ③提供する情報 地方税関係情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 1万人未満

 ⑦時期・頻度 照会を受けた都度

 提供先5 都道府県知事

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第１０号

] 紙

[ ○ ] その他 （ 個人住民税システム（閲覧） ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ○

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

 ⑥提供方法

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途 地方税に関する調査

 ③提供する情報 地方税関係情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 1万人未満

 ⑦時期・頻度 照会を受けた都度

] 紙

[ ○ ] その他 （ 個人住民税システム（閲覧） ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ○



 提供先6～10

 提供先6 他の市町村長

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第１０号

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

 ⑥提供方法

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途 個人住民税の課税資料

 ③提供する情報 個人番号、地方税関係情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 1万人未満

 ⑦時期・頻度 申告受付期間（１～３月）及び随時

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ○

 提供先11～15

 提供先16～20



 移転先1 鳥取市市長部局の各課（別紙２参照）

 ①法令上の根拠
番号法第９条第２項及び鳥取市の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関
する条例第４条第２項（別紙２参照）

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

 ⑥移転方法

[ ○ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途 鳥取市市長部局の各課が行う事務のうち、別に定める事務（別紙２参照）

 ③移転する情報 その他識別情報（内部番号）、地方税関係情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 ⑦時期・頻度 随時

 移転先2～5

 移転先2 鳥取市市長部局の各課（別紙３参照）

 ①法令上の根拠
番号法第９条第２項及び鳥取市の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関
する条例第４条第３項（別紙３参照）

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

 ⑥移転方法

[ ○ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途 鳥取市市長部局の各課が行う事務のうち、別に定める事務（別紙３参照）

 ③移転する情報 その他識別情報（内部番号）、地方税関係情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 ⑦時期・頻度 随時

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 移転先6～10

 移転先11～15

 移転先16～20

 ６．特定個人情報の保管・消去

 保管場所　※
・特定個人情報はＩＤ／パスワードによるログイン認証が必要なサーバ内に保管している。
・端末は施錠管理されているキャビネットに保管またはセキュリティワイヤーで施錠している。
・上記のサーバー、端末ともセキュリティゲートにより入退館管理を行っている建物内にある。

 ７．備考



 （別添１） 特定個人情報ファイル記録項目

（２）個人住民税特定個人情報ファイル
１．個人番号、２．年度、３．宛名コード、４．宛名区分、５．賦課期日区分、６．性別、７．生年月日、８．世帯コード、９．続柄コード、１０．
生活保護該当区分、１１．本人専従区分、１２．事業所家屋敷区分、１３．被扶養区分、１４．障害者区分、１５．寡婦区分、１６．寡夫区
分、１７．個人コメント１、１８．個人コメント２、１９．個人コメント３、２０．個人コメント４、２１．賦課氏名カナ、２２．賦課氏名漢字、２３．賦
課住所区分、２４．賦課住所コード、２５．賦課住所番地、２６．賦課住所枝番、２７．賦課住所小枝番、２８．賦課住所、２９０．賦課住所方
書、３０．新規フラグ、３１．配偶者宛名コード、３２．徴収希望、３３．納通発送区分、３４．納通発送日、３５．市申発送区分、３６．未申告
区分、３７．２９４条通知日、３８．通報年月日、３９．扶養照会区分、４０．扶養照会年月日、４１．申告書発送済区分、４２．国保加入区
分、４３．世帯外被扶養区分、４４．主宛名コード、４５．主世帯コード、４６．被扶養専従者区分、４７．被扶養区分、４８．消除区分、４９．
被扶養専従異動事由、５０．異動年月日、５１．更新年月日、５２．更新時分、５３．更新職員番号、５４．特別徴収義務者コード、５５．年
金保険者用整理番号１、５６．年金保険者用整理番号２、５７．特徴税額通知－作成日、５８．特徴税額通知－対象者情報、５９．年金特
徴予定額１０月、６０．年金特徴予定額１２月、６１．年金特徴予定額２月、６２．年金特徴予定額４月、６３．年金特徴予定額６月、６４．年
金特徴予定額８月、６５．税額通知結果－受領日、６６．税額通知結果－処理結果、６７．徴収結果－１０月受領日、６８．徴収結果－１０
月各種区分、６９．徴収結果－１２月受領日、７０．徴収結果－１２月各種区分、７１．徴収結果－２月受領日、７２．徴収結果－２月各種
区分、７３．徴収結果－４月受領日、７４．徴収結果－４月各種区分、７５．徴収結果－６月受領日、７６．徴収結果－６月各種区分、７７．
徴収結果－８月受領日、７８．徴収結果－８月各種区分、７９．停止通知－作成日、８０．停止通知－各種区分、８１．停止結果－受領
日、８２．停止結果－処理結果、８３．特定誤りフラグ、８４．賦課連番、８５．徴収区分、８６．賦課レコード状態、８７．処理コード、８８．更
正事由、８９．異動年月日、９０．済期、９１．開始期、９２．済月、９３．開始月、９４．優先資料区分、９５．優先資料番号、９６．給与合算
区分、９７．受給者番号、９８．非課税区分、９９．控対配、１００．配特区分、１０１．扶養同老人数、１０２．扶養老人数、１０３．扶養他人
数、１０４．扶養特定人数、１０５．障害同特人数、１０６．障害特人数、１０７．障害他人数、１０８．扶障配含区分、１０９．本人特障、１１
０．本人他障、１１１．夫あり、１１２．未成年、１１３．老年者、１１４．寡婦一般、１１５．寡婦特別、１１６．寡夫、１１７．勤労学生、１１８．本
人専従、１１９．事業所家屋敷、１２０．均等割区分、１２１．本人希望徴収区分、１２２．青色申告区分、１２３．専従配偶者、１２４．専従他
人数、１２５．生活保護取扱区分、１２６．次年度市申発送、１２７．特徴給報資料番号、１２８．減免率１期、１２９．減免率２期、１３０．減
免率３期、１３１．減免率４期、１３２．減免率随１、１３３．減免率随２、１３４．減免開始日、１３５．変更納期限１期、１３６．変更納期限２
期、１３７．変更納期限３期、１３８．変更納期限４期、１３９．変更納期限随１、１４０．変更納期限随２、１４１．確定延滞金計算区分、１４
２．決定日、１４３．オンライン決定フラグ、１４４．通知書番号、１４５．所得控除件数（賦課）、１４６．所得控除区分（賦課）、１４７．所得控
除額（賦課）、１４８．月割額、１４９．月別特徴指定番号、１５０．月別特徴個人番号、１５１．期割額、１５２．警告コード（賦課）、１５３．エ
ラーコード（賦課）、１５４．還付加算金起算日設定、１５５．住宅特定取得以外、１５６．居住年月日、１５７．計算値老年者区分、１５８．変
更納期限随３、１５９．変更納期限随４、１６０．減免割合、１６１．減免理由、１６２．税移減税区分、１６３．年金特徴計算、１６４．年金特
徴停止月、１６５．本徴収停止依頼日、１６６．扶養年少人数、１６７．扶養成年人数、１６８．資料区分、１６９．資料番号、１７０．乙欄区
分、１７１．中途就退区分、１７２．中途就退年月日、１７３．課税対象外区分、１７４．電話番号、１７５．所得控除件数（資料）、１７６．所得
控除区分（資料）、１７７．所得控除額（資料）、１７８．専従者生年月日、１７９．専従者給与額、１８０．専従者宛名コード、１８１．専従者個
人番号、１８２．配偶者生年月日、１８３．配偶者宛名コード、１８４．配偶者個人番号、１８５．扶養者生年月日、１８６．扶養者宛名コー
ド、１８７．扶養者個人番号、１８８．扶養者控除額、１８９．警告コード（資料）、１９０．エラーコード（資料）、１９１．摘要欄存在フラグ、１９
２．扶養年少人数、１９３．年少扶養生年月日、１９４．年少扶養宛名コード、１９５．年少扶養個人番号、１９６．扶養成年人数、１９７．成
年扶養生年月日、１９８．成年扶養宛名コード、１９９．給報摘要欄、２００．課税年度、２０１．過年度連番、２０２．過年度枝番、２０３．調
定年度、２０４．過年度増分税額、２０５．過年度納期限、２０６．過年度通知日、２０７．変更納期限、２０８．賦課連番、２０９．メモ内容、２
１０．住登地住所コード、２１１．住登地住所、２１２．メモ本年度のみ、２１３．報告人数、２１４．納入書発送区分、２１５．納通等返送区
分、２１６．納通等返送日、２１７．納特区分、２１８．納特開始年月、２１９．納特終了年月、２２０．非課税人数、２２１．普徴区分、２２２．
通知書出力区分、２２３．個人番号配番区分、２２４．官公庁区分、２２５．総括表訂正有無、２２６．給報受付日、２２７．事業所異動事
由、２２８．特徴最終個人番号、２２９．特徴月割額、２３０．特徴月別人員、２３１．月割充当額、２３２．納税者ＩＤ、２３３．メモ内容、２３４．
従業員状態、２３５．停止事由、２３６．停止月、２３７．仮徴収４月、２３８．仮徴収６月、２３９．仮徴収８月、２４０．前年徴収１０月、２４１．
前年徴収１２月、２４２．前年徴収２月、２４３．依頼年月日、２４４．当初確定フラグ、２４５．プリントフラグ、２４６．同一生計控配外、２４
７．ひとり親



Ⅲ　リスク対策　※（７．②を除く。）

 ２．特定個人情報の入手 （情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）

 リスクへの対策は十分か

 ３．特定個人情報の使用

 リスク：　目的外の入手が行われるリスク

・住民からの申告等情報については、本人の個人番号カード又は通知カード、身分証明書の提示や窓口で
の聴き取り等により本人確認を行い、対象者であることを確認し、対象者以外については本来の該当市町
村への申告を住民に伝えている。
・賦課期日（１月１日）時点での課税対象者情報に記録のない者からの申告情報に基づき課税対象者情報
を入手し、本市で課税するかどうか判断した上で課税する場合は、住民票上の住所地市区町村に対して通
知等を行っており、目的の範囲を超えた入手が行われない対策をとっている。（地方税法第２９４条）
・他団体等からの申告情報の入手については、１件ごとに４情報に基づいて本市の課税対象者と合致する
かを確認している。。
・eLTAXからの入手については、地方税ポータルセンタから本市の課税対象者以外の情報が入手できない
ようシステムで制御している。
・国税連携システムでは、国税庁が本市を送信先と設定した対象者以外の情報が入手できないようシステ
ムで制御している。

＜宛名システムのソフトウェアにおける措置＞
・住基情報の入手については、庁内連携機能で取得するため、課税対象候補となり得る住民以外の情報を
入手することはない。
・対象者以外の情報の入手を防止するための措置として、対象者が多数表示される一覧系の画面および帳
票には個人番号は表示しない仕組みとし、不用意な閲覧が行われないようにする。
・必要な情報以外を入手することを防止するための措置として、職員単位に権限管理を行い、権限がない者
は個人番号が参照できない仕組みとし、不用意な閲覧が行われないようにする。

＜宛名システムの運用における措置＞
・個人番号が含まれるファイルに対し、目的を超えた入手が行われている恐れがないかなどを確認するた
め、情報システム管理者がアクセスログを取得し、定期的に点検又は分析を実施する。

 リスクに対する措置の内容

 リスクに対する措置の内容

 リスク１：　目的を超えた紐付け、事務に必要のない情報との紐付けが行われるリスク

・個人番号利用業務以外または、個人番号を必要としない業務から宛名情報の要求があった場合は、個人
番号が含まれない情報のみを提供するようにアクセス制御を行っている。
・宛名情報の基本情報を保持する各マスターデータと、特定個人情報を含むデータベースを切り離して管理
しており、特定個人情報を含むデータベースへアクセスする際はアクセスログを取得している。

 特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

[

 １．特定個人情報ファイル名

（１）宛名特定個人情報ファイル

]十分である

3） 課題が残されている

1） 特に力を入れている 2） 十分である

＜選択肢＞

＜不適切な方法で入手が行われるリスク＞
・個人住民税に係る申告書情報については、地方税法に定められた方法によって入手を行うこととしている。
・書面を本人へ提示する際、利用目的及び記載内容について、説明した上で記載を求めている。
・調査、照会等により情報を入手する際は照会先に調査目的、根拠法令等を提示し、回答を求めている。
・eLTAXを用いた企業・年金保険者からの支払報告書の情報及び国税連携を用いた確定申告・支払調書等の情報は、LGWAN回線を介して
受信しており、不適切な入手に関する想定はない。

＜入手した特定個人情報が不正確であるリスク＞
・入手した情報については、窓口での聴き取りや本人確認書類と照合することで正確性を確保している。
・収集した情報を精査するとともに、その情報に間違い等がある場合は、提出元に確認又は職権で適宜修正することにより正確性を確保し
ている。

＜入手の際に特定個人情報が漏えいするリスク＞
・eLTAXシステム・国税連携システムは、専用回線を利用し漏えい・紛失を防止している。
・紙媒体による申告情報は、事務処理の段階ごとに事務室内に保管場所を定めており、漏えい・紛失を防止している。



しており、特定個人情報を含むデータベースへアクセスする際はアクセスログを取得している。



 リスクへの対策は十分か

] 委託しない

 規定の内容

再委託を行う際は、事前に再委託を行いたい旨の申請書を提出させ、市が適当と認めた場合に再委託を承
諾している。再委託後には改めて業務推進体制を報告させ、委託先が責任をもって再委託先を含めた全体
管理を行うこととしている。

[

 リスクへの対策は十分か

 リスク２：　権限のない者（元職員、アクセス権限のない職員等）によって不正に使用されるリスク

]
＜選択肢＞

 その他の措置の内容

2） 十分である

定めている[

十分である

 特定個人情報の使用におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

[ 十分に行っている

・目的外利用の禁止
・特定個人情報の閲覧者・更新者を制限
・特定個人情報の提供の禁止
・情報漏洩を防ぐための保管管理に責任を負う
・必要に応じて委託先の視察・監査を行う

 委託契約書中の特定個人情
報ファイルの取扱いに関する規
定

 再委託先による特定個人情報
ファイルの適切な取扱いの担
保

[

 ユーザ認証の管理

]
＜選択肢＞

1） 特に力を入れている 2） 十分である
[ 十分である

3） 課題が残されている

 具体的な管理方法

・宛名システムを利用する必要がある職員、派遣者、委託先の特定、また、個人番号の照会を可能とする職
員等、不可とする職員等を特定し、個人ごとにユーザーIDを割り当てるとともに、IDとパスワードによる認証
を行っている。
・ユーザーIDについては、正確性を維持する仕組みを構築し、適宜更新している。

 その他の措置の内容 なりすまし防止策への対応として、一定時間経過で自動ログアウトする仕組みを実装している。

十分である

アクセスログを取得するとともに、定期的にログを解析できる仕組み、不正利用された場合にログを追跡できる仕組みを用意する。
その他、特定個人情報の使用にあたり、以下の措置を講じる。
・スクリーンセーバ等を利用して、長時間にわたり本人確認情報を表示させない。
・統合端末のディスプレイを来庁者から見えない位置に置く、又はディスプレイにセキュリティプライバシーフィルターを設置し、のぞき見を防
止する。
・本人確認情報が表示された画面のハードコピーの取得は事務処理に必要となる範囲にとどめる。
・大量のデータ出力に際しては、事前に管理責任者の承認を得る。

]
1） 行っている 2） 行っていない

＜選択肢＞
[ 行っている

 ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

]
1） 特に力を入れて行っている

3） 十分に行っていない 4） 再委託していない

2） 十分に行っている

＜選択肢＞

 リスク：　委託先における不正な使用等のリスク

1） 特に力を入れている 2） 十分である

3） 課題が残されている

]
＜選択肢＞

1） 定めている 2） 定めていない

]
＜選択肢＞

1） 特に力を入れている

3） 課題が残されている

 具体的な方法

[
 リスクへの対策は十分か



 特定個人情報の提供・移転に
関するルール

 リスクへの対策は十分か

]

] 提供・移転しない

 特定個人情報の提供・移転（委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）におけるその他のリスク及びそのリスクに対する
措置

 リスク：　不正な提供・移転が行われるリスク

 その他の措置の内容

1） 定めている 2） 定めていない

]
＜選択肢＞

1） 特に力を入れている 2） 十分である

3） 課題が残されている

「サーバ室等への入室権限」及び「宛名特定個人情報ファイルを扱うシステムへのアクセス権限」を有する
者を厳格に管理し、情報の持ち出しを制限する。
媒体を用いて情報を連携する場合には、原則として媒体へのデータ出力（書き込み）の際に職員の立会い
を必要とする。

[

 ルールの内容及びルー
ル遵守の確認方法

・個人情報保護条例の規定に基づき認められる特定個人情報の提供・移転について、具体的に誰に対し何
の目的で提供・移転できるかを書きだしたマニュアルを整備しており、マニュアル通りに特定個人情報の提
供・移転を行う。
・特定個人情報の提供・移転について記録を残すとともに、記録を定期的に点検する。

[ 定めている
＜選択肢＞

 ５．特定個人情報の提供・移転 （委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）

・情報保護管理体制の確認
　委託先の社会的信用と能力を確認する。具体的には、要領・手順書等に基づき、委託業者を選定するとともに、その記録を残す。また、委
託業者が選定基準を引き続き満たしていることを適時確認するとともに、その記録を残す。

・特定個人情報ファイルの閲覧者・更新者の制限
　作業者を限定するために、委託作業者の名簿を提出させる。
　閲覧／更新権限を持つものを必要最小限にする。
　閲覧／更新権限を持つ者のアカウント管理を行い、システム上で操作を制限する。
　閲覧／更新の履歴（ログ）を取得し、不正な使用がないことを確認する。

・特定個人情報ファイルの取扱いの記録
　契約書等に基づき、委託業務が実施されていることを定期的に確認するとともに、その記録を残す。
　委託業者から定期的にセキュリティ対策の実施状況の報告を受けるとともに、その記録を残す。

＜不適切な方法で提供・移転が行われるリスク＞
・特定の権限者以外は特定個人情報を照会・提供できず、また、情報照会・情報提供の記録が逐一保存される仕組みが庁内連携システム
で確立されている。
・情報照会・情報提供の記録は定期的に調査・分析され、不適切な方法でなされた提供・移転については改善が行われている。

＜誤った情報を提供・移転してしまうリスクへの措置＞
・庁内連携システム上、特定個人情報を連携する相手先は特定されている。
・庁内連携システム上、番号法及び市個人情報保護条例の規定に基づき認められている情報以外は移転を受け付けないようにしている。
・移転処理を実施する際には、承認権限を有する複数の者でダブルチェックを実施し、誤った処理が行われることを予防している。
・他自治体への情報提供（課税資料の回送）については、複数職員による確認を行い、個人住民税システムに回送記録を残すこととする。

＜誤った相手に提供・移転してしまうリスクへの措置＞
・庁内連携システム上、特定個人情報を連携する相手先は特定されている。
・庁内連携システム上、番号法及び市個人情報保護条例の規定に基づき認められている情報以外は移転を受け付けないようにしている。
・移転処理を実施する際には、承認権限を有する複数の者でダブルチェックを実施し、誤った処理が行われることを予防している。
・他自治体への情報提供（課税資料の回送）については、複数職員による確認を行い、個人住民税システムに回送記録を残すこととする。

 特定個人情報ファイルの取扱いの委託におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

[

十分である



 リスクに対する措置の内容

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞
①情報提供機能（※）により、情報提供ネットワークシステムにおける照会許可用照合リストを情報提供ネッ
トワークシステムから入手し、中間サーバーにも格納して、情報提供機能により、照会許可用照合リストに
基づき情報連携が認められた特定個人情報の提供の要求であるかチェックを実施している。
②情報提供機能により、情報提供ネットワークシステムに情報提供を行う際には、情報提供ネットワークシ
ステムから情報提供許可証と情報照会者へたどり着くための経路情報を受領し、照会内容に対応した情報
を自動で生成して送付することで、特定個人情報が不正に提供されるリスクに対応している。
③特に慎重な対応が求められる情報については自動応答を行わないように自動応答不可フラグを設定し、
特定個人情報の提供を行う際に、送信内容を改めて確認し、提供を行うことで、センシティブな特定個人情
報が不正に提供されるリスクに対応している。
④中間サーバーの職員認証・権限管理機能では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログアウトを実
施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切なオンライン
連携を抑止する仕組みになっている。
（※）情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の照会及び照会した情報の受領を行う機能。

＜中間サーバーの運用における措置＞
①業務システムからバッチ処理によって中間サーバーへ情報を登録する際に、いつ、どの処理が、どの特
定個人情報を登録したのか全て記録される仕組みとなっている。
②中間サーバーの職員認証・権限管理において、人事異動や権限変更等が生じた場合は、人事情報を適
宜反映することで、その正確性を担保している。

 リスク２： 不正な提供が行われるリスク

]
＜選択肢＞

1） 特に力を入れている
[ 十分である

＜選択肢＞

1） 特に力を入れている

3） 課題が残されている

] 接続しない（提供）[ ] 接続しない（入手） [

[ 十分である
2） 十分である

 リスク１：　目的外の入手が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

＜団体内統合宛名システムのソフトウェアにおける措置＞
①団体内統合宛名システムの職員認証・権限管理機能により、ログイン時の職員認証のほか、ログイン・ロ
グアウトを実施した職員、時刻、操作内容等の記録が実施されるため、不適切な端末操作や情報照会など
を抑止する。

＜団体内統合宛名システムの運用における措置＞
①団体内統合宛名システムの職員認証・権限管理において、人事異動や権限変更等が生じた場合は、人
事情報を適宜反映することで、その正確性を担保している。

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞
①情報照会機能（※１）により、情報提供ネットワークシステムに情報照会を行う際には、情報提供許可証
の発行と照会内容の照会許可用照合リスト（※２）との照合を情報提供ネットワークシステムに求め、情報提
供ネットワークシステムから情報提供許可証を受領してから情報照会を実施することになる。つまり、番号
法上認められた情報連携以外の照会を拒否する機能を備えており、目的外提供やセキュリティリスクに対
応している。
②中間サーバーの職員認証・権限管理機能（※３）では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログアウ
トを実施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切なオン
ライン連携を抑止する仕組みになっている。

（※１）情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の照会及び照会した情報の受領を行う機
能。
（※２）番号法別表第２及び第１９条第１５号に基づき、事務手続きごとに情報照会者、情報提供者、照会・
提供可能な特定個人情報をリスト化したもの。
（※３）中間サーバーを利用する職員の認証と職員に付与された権限に基づいた各種機能や特定個人情報
へのアクセス制御を行う機能。

＜中間サーバーの運用における措置＞
①中間サーバーの職員認証・権限管理において、人事異動や権限変更等が生じた場合は、人事情報を適
宜反映することで、その正確性を担保している。

 リスクへの対策は十分か

 リスクへの対策は十分か

3） 課題が残されている

2） 十分である

]

 ６．情報提供ネットワークシステムとの接続



 ８．監査

 実施の有無

 その内容

 情報提供ネットワークシステムとの接続に伴うその他のリスク及びそのリスクに対する措置

[ 十分である

 その他の措置の内容
個人情報を含む電子データはバックアップを毎日実施し、バックアップデータは情報政策課内のサーバ室及
び庁舎外のデータセンターで厳格に保管・施錠している。

＜選択肢＞

2） 発生なし
 ②過去３年以内に、評価実施
機関において、個人情報に関
する重大事故が発生したか

]
＜選択肢＞

1） 特に力を入れている 2） 十分である

 再発防止策の内容

 ①事故発生時手順の策定・周
知

[ ]
1） 発生あり

発生なし

[ 十分に行っている

 リスク：　特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスク

]
＜選択肢＞

1） 特に力を入れて行っている

3） 十分に行っていない

2） 十分に行っている

 ７．特定個人情報の保管・消去

【特定個人情報の古い情報のまま保管され続けるリスク】
・鳥取市に住民登録がない者については、課税資料等を入手するたび、宛名システムを正確に更新する。

3） 課題が残されている

] 自己点検 ] 外部監査[] 内部監査[ ○ [ ○

 特定個人情報の保管・消去におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

 リスクへの対策は十分か



 １０．その他のリスク対策

 従業者に対する教育・啓発

 具体的な方法

 ９．従業者に対する教育・啓発

・関係職員(任用された派遣要員、非常勤職員、臨時職員等を含む。)に対して、初任時及び一定期間毎に、
必要な知識の習得に資するための研修を実施するとともに、その記録を残している。
・各責任者に対して、その管理に関する必要な知識や技術を習得させる研修を実施するとともに、その記録
を残している。
・委託業者に対しては、契約内容に特定個人情報保護に関する研修の実施を義務付け、秘密保持契約を
締結している。
・違反行為を行った者に対しては、都度指導の上、違反行為の程度によっては懲戒の対象となりうる。

＜選択肢＞

1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている

3） 十分に行っていない

][ 十分に行っている



 リスクへの対策は十分か
[ 十分である ]

＜選択肢＞

1） 特に力を入れている 2） 十分である

3） 課題が残されている

Ⅲ　リスク対策　※（７．②を除く。）

 １．特定個人情報ファイル名

（２）個人住民税特定個人情報ファイル

 ２．特定個人情報の入手 （情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）

 リスク：　目的外の入手が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

＜対象者以外の情報の入手を防止するための措置＞
・住基情報の入手については、庁内連携機能で取得するため、課税対象候補となり得る住民以外の情報を
入手することはない。
・住民からの申告等情報については、本人の個人番号カード又は通知カード、身分証明書の提示や窓口で
の聴き取り等により本人確認を行い、対象者であることを確認し、対象者以外については本来の該当市町
村への申告を住民に伝えている。
・賦課期日（１月１日）時点での課税対象者情報に記録のない者からの申告情報に基づき課税対象者情報
を入手し、本市で課税するかどうか判断した上で課税する場合は、住民票上の住所地市区町村に対して通
知等を行っており、目的の範囲を超えた入手が行われない対策をとっている。（地方税法第２９４条）
・他団体等からの申告情報の入手については、１件ごとに４情報に基づいて本市の課税対象者と合致する
かを確認している。
・eLTAXからの入手については、地方税ポータルセンタから本市の課税対象者以外の情報が入手できない
ようシステムで制御している。
・国税連携システムでは、国税庁が本市を送信先と設定した対象者以外の情報が入手できないようシステ
ムで制御している。

＜対象者における必要な情報以外を入手することを防止するための措置＞
・住民からの申告情報の入手については、必要な情報のみを記載する様式としており、また、記載要領を提
示し、必要な情報以外は記載させないようにしている。

＜個人住民税システムのソフトウェアにおける措置＞
・対象者以外の情報の入手を防止するための措置として、対象者が多数表示される一覧系の画面および帳
票には個人番号は表示しない仕組みとし、不用意な閲覧が行われないようにする。
・必要な情報以外を入手することを防止するための措置として、職員単位に権限管理を行い、権限がない者
は個人番号が参照できない仕組みとし、不用意な閲覧が行われないようにする。

＜個人住民税システムの運用における措置＞
・個人番号が含まれるファイルに対し、目的を超えた入手が行われている恐れがないかなどを確認するた
め、情報システム管理者がアクセスログを取得し、定期的に点検又は分析を実施する。

 特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

＜不適切な方法で入手が行われるリスクに対する措置＞
・個人住民税に係る申告書情報については、地方税法に定められた方法によって入手を行うこととしている。
・書面を本人へ提示する際、利用目的及び記載内容について、説明した上で記載を求めている。
・調査、照会等により情報を入手する際は照会先に調査目的、根拠法令等を提示し、回答を求めている。
・eLTAXを用いた企業・年金保険者からの支払報告書の情報及び国税連携を用いた確定申告・支払調書等の情報は、LGWAN回線を介して
受信しており、不適切な入手に関する想定はない。

＜入手した特定個人情報が不正確であるリスクに対する措置＞
・入手した情報については、窓口での聴き取りや本人確認書類との照会などを確認することで正確性を確保している。
・収集した情報を精査するとともに、その情報に間違い等がある場合は、提出元に確認又は職権で適宜修正することにより正確性を確保し
ている。

＜入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失するリスクに対する措置＞
・eLTAXシステム・国税連携システムは、専用回線を利用し漏えい・紛失を防止している。
・紙媒体による申告情報は、事務処理の段階ごとに事務室内に保管場所を定めており、漏えい・紛失を防止している。



 具体的な方法

 再委託先による特定個人情報
ファイルの適切な取扱いの担
保

＜選択肢＞

[ 十分に行っている ]
1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている

3） 十分に行っていない 4） 再委託していない

＜選択肢＞

1） 定めている 2） 定めていない

 規定の内容

・目的外利用の禁止
・特定個人情報の閲覧者・更新者を制限
・特定個人情報の提供の禁止
・情報漏洩を防ぐための保管管理に責任を負う
・必要に応じて委託先の視察・監査を行う

 ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託 [ ] 委託しない

 リスク：　委託先における不正な使用等のリスク

 委託契約書中の特定個人情
報ファイルの取扱いに関する規
定

[ 定めている ]

1） 特に力を入れている 2） 十分である

3） 課題が残されている

 特定個人情報の使用におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

アクセスログを取得するとともに、定期的にログを解析できる仕組み、不正利用された場合にログを追跡できる仕組みを用意する。
その他、特定個人情報の使用にあたり、以下の措置を講じる。
　・スクリーンセーバ等を利用して、長時間にわたり本人確認情報を表示させない。
　・統合端末のディスプレイを部外者から見えない位置に置く、又はディスプレイにセキュリティプライバシーフィルターを設置し、のぞき見を
防止する。
　・本人確認情報が表示された画面のハードコピーの取得は事務処理に必要となる範囲にとどめる。
　・大量のデータ出力に際しては、事前に管理責任者の承認を得る。

 具体的な管理方法

・個人住民税システムを利用する必要がある職員、派遣者、委託先の特定、また、個人番号の照会を可能
とする職員等、不可とする職員等を特定し、個人ごとにユーザーIDを割り当てるとともに、IDとパスワードに
よる認証を行っている。
・ユーザーIDについては、正確性を維持する仕組みを構築し、適宜更新している。

 その他の措置の内容 なりすまし防止策への対応として、一定時間経過で自動ログアウトする仕組みを実装している。

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である ]

＜選択肢＞

 リスク２：　権限のない者（元職員、アクセス権限のない職員等）によって不正に使用されるリスク

 ユーザ認証の管理 [ 行っている ]
＜選択肢＞

1） 行っている 2） 行っていない

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である ]

＜選択肢＞

1） 特に力を入れている 2） 十分である

3） 課題が残されている

 ３．特定個人情報の使用

 リスク１：　目的を超えた紐付け、事務に必要のない情報との紐付けが行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

・個人住民税システムには、納税義務者及び控除対象配偶者、扶養親族以外の情報は保有しない。
・庁内連携される情報については、個人住民税賦課に必要最小限のもの（宛名、生活保護、障害認定）
　に限る。
・個人住民税情報の基本情報を保持する各マスターデータと、特定個人情報を含むデータベースを切り離し
て管理しており、特定個人情報を含むデータベースへの他業務からのアクセスは禁止している。





1） 特に力を入れている 2） 十分である

3） 課題が残されている

 特定個人情報の提供・移転（委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）におけるその他のリスク及びそのリスクに対する
措置

＜不適切な方法で提供・移転が行われるリスク＞
・特定の権限者以外は特定個人情報を照会・提供できず、また、情報照会・情報提供の記録が逐一保存される仕組みが庁内連携システム
で確立されている。
・情報照会・情報提供の記録は定期的に調査・分析され、不適切な方法でなされた提供・移転については改善が行われている。

＜誤った情報を提供・移転してしまうリスクへの措置＞
・庁内連携システム上、特定個人情報を連携する相手先は特定されている。
・庁内連携システム上、番号法及び市個人情報保護条例の規定に基づき認められる情報以外は移転を受け付けないようにしている。
・移転処理を実施する際には、承認権限を有する複数の者でダブルチェックを実施し、誤った処理が行われることを予防している。

＜誤った相手に提供・移転してしまうリスクへの措置＞
・庁内連携システム上、特定個人情報を連携する相手先は特定されている。
・庁内連携システム上、番号法及び市個人情報保護条例の規定に基づき認められる情報以外は移転を受け付けないようにしている。

 ルールの内容及びルー
ル遵守の確認方法

・提供・移転については、番号法及び条例上認められる範囲内に限定するよう、周知徹底する。
・文書照会により書類で特定個人情報を提供する場合は、所属長の決裁をとり記録を保管する。
・窓口により特定個人情報を提供する場合は、身分証明書の提示を求め、番号法第１９条の該当者である
と確認した上で提供する。提供の際は、提供日時・提供先（氏名）・使用端末・使用ＩＤ・開始時刻・終了時刻・
立会職員氏名を記録する。
・庁内のデータ連携については、個人情報保護条例第８条の２及び鳥取市の行政手続における特定の個人
を識別するための番号の利用等に関する条例に規定されたもののみデータ連携し、それ以外の連携はでき
ない。

 その他の措置の内容

「サーバ室等への入室権限」及び「個人住民税特定個人情報ファイルを扱うシステムへのアクセス権限」を
有する者を厳格に管理し、情報の持ち出しを制限する。
媒体を用いて情報を連携する場合には、原則として媒体へのデータ出力（書き込み）の際に職員の立会い
を必要とする。

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である ]

＜選択肢＞

 リスク：　不正な提供・移転が行われるリスク

 特定個人情報の提供・移転に
関するルール

[ 定めている ]
＜選択肢＞

1） 定めている 2） 定めていない

 特定個人情報ファイルの取扱いの委託におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

・情報保護管理体制の確認
　委託先の社会的信用と能力を確認する。具体的には、要領・手順書等に基づき、委託業者を選定するとともに、その記録を残す。
　また、委託業者が選定基準を引き続き満たしていることを適時確認するとともに、その記録を残す。

・特定個人情報ファイルの閲覧者・更新者の制限
　作業者を限定するために、委託作業者の名簿を提出させる。
　閲覧／更新権限を持つものを必要最小限にする。
　閲覧／更新権限を持つ者のアカウント管理を行い、システム上で操作を制限する。
　閲覧／更新の履歴（ログ）を取得し、不正な使用がないことを確認する。

・特定個人情報ファイルの取扱いの記録
　契約書等に基づき、委託業務が実施されていることを定期的に確認するとともに、その記録を残す。
　委託業者から定期的にセキュリティ対策の実施状況の報告を受けるとともに、その記録を残す。

 ５．特定個人情報の提供・移転 （委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。） [ ] 提供・移転しない

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である ]

＜選択肢＞

1） 特に力を入れている 2） 十分である

3） 課題が残されている

 その他の措置の内容
再委託を行う際は、事前に再委託を行いたい旨の申請書を提出させ、市が適当と認めた場合に再委託を承
諾している。再委託後には改めて業務推進体制を報告させ、委託先が責任をもって再委託先を含めた全体
管理を行うこととしている。



 リスクへの対策は十分か
[ 十分である ]

＜選択肢＞

1） 特に力を入れている 2） 十分である

3） 課題が残されている

2） 十分である

3） 課題が残されている

 リスク２： 不正な提供が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞
①情報提供機能（※）により、情報提供ネットワークシステムにおける照会許可用照合リストを情報提供ネッ
トワークシステムから入手し、中間サーバーにも格納して、情報提供機能により、照会許可用照合リストに
基づき情報連携が認められた特定個人情報の提供の要求であるかチェックを実施している。
②情報提供機能により、情報提供ネットワークシステムに情報提供を行う際には、情報提供ネットワークシ
ステムから情報提供許可証と情報照会者へたどり着くための経路情報を受領し、照会内容に対応した情報
を自動で生成して送付することで、特定個人情報が不正に提供されるリスクに対応している。
③特に慎重な対応が求められる情報については自動応答を行わないように自動応答不可フラグを設定し、
特定個人情報の提供を行う際に、送信内容を改めて確認し、提供を行うことで、センシティブな特定個人情
報が不正に提供されるリスクに対応している。
④中間サーバーの職員認証・権限管理機能では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログアウトを実
施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切なオンライン
連携を抑止する仕組みになっている。

（※）情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の照会及び照会した情報の受領を行う機能。

＜中間サーバーの運用における措置＞
①業務システムからバッチ処理によって中間サーバーへ情報を登録する際に、いつ、どの処理が、どの特
定個人情報を登録したのか全て記録される仕組みとなっている。
②中間サーバーの職員認証・権限管理において、人事異動や権限変更等が生じた場合は、人事情報を適
宜反映することで、その正確性を担保している。

] 接続しない（提供）

 リスク１：　目的外の入手が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

＜団体内統合宛名システムのソフトウェアにおける措置＞
①団体内統合宛名システムの職員認証・権限管理機能により、ログイン時の職員認証のほか、ログイン・ロ
グアウトを実施した職員、時刻、操作内容等の記録が実施されるため、不適切な端末操作や情報照会など
を抑止する。

＜団体内統合宛名システムの運用における措置＞
①団体内統合宛名システムの職員認証・権限管理において、人事異動や権限変更等が生じた場合は、人
事情報を適宜反映することで、その正確性を担保している。

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞
①情報照会機能（※１）により、情報提供ネットワークシステムに情報照会を行う際には、情報提供許可証
の発行と照会内容の照会許可用照合リスト（※２）との照合を情報提供ネットワークシステムに求め、情報提
供ネットワークシステムから情報提供許可証を受領してから情報照会を実施することになる。つまり、番号
法上認められた情報連携以外の照会を拒否する機能を備えており、目的外提供やセキュリティリスクに対
応している。
②中間サーバーの職員認証・権限管理機能（※３）では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログアウ
トを実施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切なオン
ライン連携を抑止する仕組みになっている。

（※１）情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の照会及び照会した情報の受領を行う機
能。
（※２）番号法別表第２及び第１９条第１５号に基づき、事務手続きごとに情報照会者、情報提供者、照会・
提供可能な特定個人情報をリスト化したもの。
（※３）中間サーバーを利用する職員の認証と職員に付与された権限に基づいた各種機能や特定個人情報
へのアクセス制御を行う機能。

＜中間サーバーの運用における措置＞
①中間サーバーの職員認証・権限管理において、人事異動や権限変更等が生じた場合は、人事情報を適
宜反映することで、その正確性を担保している。

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である ]

＜選択肢＞

1） 特に力を入れている

 ６．情報提供ネットワークシステムとの接続 [ ] 接続しない（入手） [

・庁内連携システム上、番号法及び市個人情報保護条例の規定に基づき認められる情報以外は移転を受け付けないようにしている。
・移転処理を実施する際には、承認権限を有する複数の者でダブルチェックを実施し、誤った処理が行われることを予防している。



 その他の措置の内容

【物理的対策の具体的内容】
①紙媒体による申告情報は、事務処理の段階ごとに事務室内に保管場所を定めており、漏えい・紛失を防
止している。
②不正アクセスが判明した場合、「情報セキュリティ基本方針」に基づいて必要な措置を講ずる。
③セキュリティ区域を明確にし、入退室管理を行っている。
④端末は施錠管理されているキャビネットに保管またはセキュリティワイヤーで施錠している。
⑤個人情報を含む電子データはバックアップを毎日実施し、バックアップデータは情報政策課内のサーバ室
及び庁舎外のデータセンターで厳格に保管・施錠している。
⑥停電（落雷等）によるデータ消失を防ぐため、各サーバに無停電電源装置を付設している。
⑦機器等を修理や廃棄する場合、その内容を消去している。
⑧端末機のディスプレーは、来庁している住民から見えない位置に設置している、又はディスプレイにセキュ
リティプライバシーフィルターを設置し、覗き見を防止する。
【技術的対策の具体的内容】
①コンピュータウイルス対策ソフトウェアを導入し、ウイルスチェックを行っている。また、最新の不正プログ
ラムに対応するため、定期的にウイルスパターンの更新を行っている。
②識別情報（ID、パスワード等）をルール通り発行・更新・廃棄している。
③識別情報を複数人で共有していない。
④特定個人情報を保管しているシステムやネットワークへのアクセス記録を取得し、定期的に点検及び分
析を実施している。
⑤離席時はロック付きスクリーンセーバの起動、又はログオフを実施している。

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である ]

＜選択肢＞

1） 特に力を入れている 2） 十分である

3） 課題が残されている

2） 発生なし

 その内容

 再発防止策の内容

2） 十分に行っている

3） 十分に行っていない

 ②過去３年以内に、評価実施
機関において、個人情報に関
する重大事故が発生したか

[ 発生なし ]
＜選択肢＞

1） 発生あり

 情報提供ネットワークシステムとの接続に伴うその他のリスク及びそのリスクに対する措置

 ７．特定個人情報の保管・消去

 リスク：　特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスク

 ①事故発生時手順の策定・周
知

[ 十分に行っている ]
＜選択肢＞

1） 特に力を入れて行っている



 ９．従業者に対する教育・啓発

 従業者に対する教育・啓発
[ 十分に行っている ]

＜選択肢＞

 １０．その他のリスク対策

1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている

3） 十分に行っていない

 具体的な方法

・関係職員(任用された派遣要員、非常勤職員、臨時職員等を含む。)に対して、初任時及び一定期間毎
　に、必要な知識の習得に資するための研修を実施するとともに、その記録を残している。
・各責任者に対して、その管理に関する必要な知識や技術を習得させる研修を実施するとともに、その
　記録を残している。
・委託業者に対しては、契約内容に特定個人情報保護に関する研修の実施を義務付け、秘密保持契約を
締
　結している。
・違反行為を行った者に対しては、都度指導の上、違反行為の程度によっては懲戒の対象となりうる。

 特定個人情報の保管・消去におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

【特定個人情報の古い情報のまま保管され続けるリスク】
・住民基本台帳登録者については、宛名システムと即時連携する仕組みとなっており、特定個人情報が古い情報のまま保管され続けること
はない。
・鳥取市に住民登録がない者については、課税資料等を入手するたび、税務システムを正確に更新する。
【特定個人情報が消去されずにいつまでも残存するリスク】
・保存年限を過ぎたデータは、既存税務システムで自動判別し消去する。

 ８．監査

 実施の有無 [ ○ ] 自己点検 [ ○ ] 内部監査 [ ] 外部監査



 ③法令による特別の手続

 ④個人情報ファイル簿への不
記載等

 ２．特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ

Ⅳ　開示請求、問合せ
 １．特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求

 ①請求先
総務部総務課公文書管理室
〒680-8571　鳥取県鳥取市幸町71番地
℡0857-20-3121

 ②請求方法 指定様式による書面の提出により開示・訂正・利用停止請求を受け付ける。

 ①連絡先
総務部税務・債権管理局市民税課市民税第二係
〒680-8571　鳥取県鳥取市幸町71番地
℡0857-22-8111

 ②対応方法 電話による対応を受け付ける。



 ２．国民・住民等からの意見の聴取　【任意】

 ②しきい値判断結果
＜選択肢＞
1） 基礎項目評価及び重点項目評価の実施が義務付けられる
2） 基礎項目評価の実施が義務付けられる（任意に重点項目評価を実施）
3） 特定個人情報保護評価の実施が義務付けられない（任意に重点項目評価を実施）

][ 基礎項目評価及び重点項目評価の実施が義務付けられる

 ②方法

 ③結果

 ３．第三者点検　【任意】

 ①実施日

 ①方法

 ③主な意見の内容

 ②実施日・期間

Ⅴ　評価実施手続
 １．基礎項目評価

 ①実施日 令和7年12月15日



項目

課税資料の取得ツールが追加
されるもの

Ⅰ　基本情報　１．特定個人情
報ファイルを取り扱う事務にお
いて使用するシステム　システ
ム８　①システムの名称

個人住民税申告ポータル 事前

（別添２）変更箇所
提出時期に係る説明

Ⅰ　基本情報　１．特定個人情
報ファイルを取り扱う事務　②
事務の内容

個人住民税は、賦課期日（1月1日）時点におい
て、本市内に住所を有する個人又は本市内に事
務所、事業所若しくは家屋敷を有する個人で本市
内に住所を有しない者に対し課税する道府県民
税及び市町村民税（以下「個人住民税」という。）
の総称であり、地方税法に基づき道府県民税と市
町村民税を一括して市町村が賦課事務を行うも
のである。
　特定個人情報は、以下の個人住民税の賦課事
務において、地方税法及び行政手続における特
定の個人を識別するための番号の利用等に関す
る法律（以下「番号法」という。）の規定に従い取り
扱う。

【課税準備事務】
①個人住民税の申告が必要と思われる者に「市
民税・県民税申告書（以下「住民税申告書」とい
う。）」を発送する。

【課税資料等収集事務】
①給与支払報告書の受領（紙、電子媒体、
eLTAX）
   事業所等から提出された給与支払報告書を受
領する。
②住民税申告書及び確定申告書データの受領
（紙、国税連携電子データ）
　 個人から提出された住民税申告書、各種申告
資料及び国税庁から送信される確定申告書デー
タを受領（国税連携）する。
③公的年金支払報告書の受領（紙、eLTAX）
　 年金保険者から提出された公的年金支払報告
書を受領する。
④障害者控除関係情報、生活保護に関する情報
の照会
⑤他団体への資料回送
　 本来申告されるべき市区町村へ該当資料を送
付する。
【当初賦課決定事務】

個人住民税は、賦課期日（1月1日）時点におい
て、本市内に住所を有する個人又は本市内に事
務所、事業所若しくは家屋敷を有する個人で本市
内に住所を有しない者に対し課税する道府県民
税及び市町村民税（以下「個人住民税」という。）
の総称であり、地方税法に基づき道府県民税と市
町村民税を一括して市町村が賦課事務を行うも
のである。
　特定個人情報は、以下の個人住民税の賦課事
務において、地方税法及び行政手続における特
定の個人を識別するための番号の利用等に関す
る法律（以下「番号法」という。）の規定に従い取り
扱う。

【課税準備事務】
①個人住民税の申告が必要と思われる者に「市
民税・県民税申告書（以下「住民税申告書」とい
う。）」を発送する。

【課税資料等収集事務】
①給与支払報告書の受領（紙、電子媒体、
eLTAX）
   事業所等から提出された給与支払報告書を受
領する。
②住民税申告書及び確定申告書データの受領
（紙、eLTAX、国税連携電子データ）
　 個人から提出された住民税申告書、各種申告
資料及び国税庁から送信される確定申告書デー
タを受領する。
③公的年金支払報告書の受領（紙、eLTAX）
　 年金保険者から提出された公的年金支払報告
書を受領する。
④障害者控除関係情報、生活保護に関する情報
の照会
⑤他団体への資料回送
　 本来申告されるべき市区町村へ該当資料を送
付する。
【当初賦課決定事務】

事前
課税資料の取得ツールが追加
されるもの

変更前の記載 変更後の記載 提出時期変更日

令和7年10月31日



項目 提出時期に係る説明変更前の記載 変更後の記載 提出時期変更日

個人住民税について、オンラインで申告ができる
機能

事前
課税資料の取得ツールが追加
されるもの

課税資料の取得ツールが追加
されるもの

Ⅰ　基本情報　１．特定個人情
報ファイルを取り扱う事務にお
いて使用するシステム　システ
ム９　①システムの名称

Ⅰ　基本情報　１．特定個人情
報ファイルを取り扱う事務にお
いて使用するシステム　システ
ム８　②システムの機能

マイナポータル申請管理 事前

事前
課税資料の取得ツールが追加
されるもの

Ⅰ　基本情報　１．特定個人情
報ファイルを取り扱う事務にお
いて使用するシステム　システ
ム８　③他システムとの接続

課税資料の取得ツールが追加
されるもの

Ⅰ　基本情報　１．特定個人情
報ファイルを取り扱う事務にお
いて使用するシステム　システ
ム９　②システムの機能

【地方公共団体向け機能】住民が電子申請を行っ
た際の申請データ取得画面又は機能を地方公共
団体に公開する機能

事前

マイナポータル申請管理



項目 提出時期に係る説明変更前の記載 変更後の記載 提出時期変更日

Ⅰ　基本情報　４．個人番号の
利用　法令上の根拠

１．行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律（番号法）
（平成２５年５月３１日法律第２７号）
・第９条（利用範囲）
   第１項：番号法別表第１に規定された事務
   ＜番号法別表第１＞ 上覧 １６：
    地方税法その他の地方税に関する法律及びこ
れらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴
収
　　又は地方税に関する調査（犯則事件の調査を
含む）に関する事務であって主務省令（※）で定め
る
　　もの
    ※行政手続における特定の個人を識別するた
めの番号の利用等に関する法律別表第一の主務
省
　　　令で定める事務を定める命令（平成26年内
閣府・総務省令第５号）　第１６条

２．行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係
法律の整備等に関する法律(平成２５年５月３１日
法律第２８号)により地方税法、国税通則法、所得
税法の一部が改正され、税務関係書類に個人番
号の記載を求める措置が講じられている。

以上の法令上の根拠により、税務事務である個
人住民税の賦課事務において個人番号を利用す
る。

１．行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律（番号法）（平成25
年法律第27号）
・第９条（利用範囲）
   第１項：番号法別表に規定された事務
   ＜番号法別表＞ ２４

２．行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係
法律の整備等に関する法律(平成２５年５月３１日
法律第２８号)により地方税法、国税通則法、所得
税法の一部が改正され、税務関係書類に個人番
号の記載を求める措置が講じられている。

以上の法令上の根拠により、税務事務である個
人住民税の賦課事務において個人番号を利用す
る。

事後
法令改正に伴い所要の整理を
おこなったもの



項目 提出時期に係る説明変更前の記載 変更後の記載 提出時期変更日

法令改正に伴い所要の整理を
おこなったもの

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概
要（２）　５．特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く。）　提供・移転の有無

提供件数62件　移転件数39件 提供件数72件　移転件数40件 事後
法令改正に伴い所要の整理を
おこなったもの

Ⅰ　基本情報　５．情報提供
ネットワークシステムによる情
報連携　②法令上の根拠

・行政手続における特定の個人を識別するための番号
の利用等に関する法律（番号法）
　（平成２５年５月３１日法律第２７号）
第１９条第８号（特定個人情報の提供の制限）及び別表
第二
（別表第二における情報提供の根拠）
　　第三欄（情報提供者）が「市町村長」の項のうち、第
四欄（特定個人情報）に「地方税関係情報」が含まれる
項（１、２、３、４、６、８、９、１１、１６、１８、２０、２３、２６、
２７、２８、２９、３０、３１、３４、３５、３７、３８、３９、４０、４
２、４８、５３、５４、５７、５８、５９、６１、６２、６３、６４、６
５、６６、６７、７０、７１、７４、８０、８４、８５の２、８７、９
１、９２、９４、９７、１０１、１０２、１０３、１０６、１０７、１０
８、１１３、１１４、１１５、１１６、１１７、１２０，１２１の項）
（別表第二における情報照会の根拠）
 （第１欄（情報照会者）が「市町村長」の項のうち、第２
欄（事務）が「地方税法その他の地方税に関する法律及
びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収
に関する事務」となっているもの）：27の項

・行政手続における特定の個人を識別するための番号
の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める
事務及び情報を定める命令（平成26年内閣府・総務省
令第７号）
（情報提供の根拠）
　　第１条、２条、３条、４条、６条、７条、８条、１０条、１２
条、１３条、１４条、１６条、１９条、２０条、２１条、２２条、
２２条の３、２２条の４、２３条、２４条、２４条の２、２４条
の３、２５条、２６条の３、２７条、２８条、３１条、３１条の２
の２、３１条の３、３２条、３３条、３４条、３５条、３６条、３
７条、３８条、３９条、３９条の２、４０条、４３条、４３条の
３、４３条の４、４４条、４４条の５、４５条、４７条、４９条、
４９条の２、５１条、５３条、５４条、５５条、５８条、５９条、
５９条の２の２、５９条の２の３、５９条の３、５９条の４
（情報照会の根拠）
　第２０条

・行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律（番号法）　（平成
25年法律第27号）
第19条第8号（特定個人情報の提供の制限）及び
別表第24の項

番号法第19条第8号に基づく主務省令第2条の表
における情報提供の根拠
第三欄（情報提供者）が「市町村長」の項のうち、
第四欄（利用特定個人情報）に「地方税関係情
報」が含まれる項（1、2、3、4、5、7、11、13、15、
20、28、37、39、42、48、49、53、57、58、59、63、
65、66、69、73、75、76、81、83、84、86、87、88、
89、90、91、92、96、98、106、108、115、124、
125、129、130、132、137、138、140、141、142、
144、147、151、152、155、156、158、160、161、
163、164、165、166、167、168、169、170、171、
172、173の項）

番号法第19条第8号に基づく主務省令第2条の表
における情報照会の根拠
 （第一欄（情報照会者）が「市町村長」の項のう
ち、第二欄（特定個人番号利用事務）が「地方税
法その他の地方税に関する法律及びこれらの法
律に基づく条例又は森林環境税及び森林環境譲
与税に関する法律による地方税又は森林環境税
の賦課徴収に関する事務」となっているもの）：48
の項

事後

令和8年1月5日



項目 提出時期に係る説明変更前の記載 変更後の記載 提出時期変更日

法令改正に伴い所要の整理を
おこなったもの

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概
要（２）　５．特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く。）　提供先１　①法令上の根
拠

番号法第１９条第８号別表第二（別紙１参照）
番号法第19条第8号に基づく主務省令第2条の表
（別紙１参照）

事後
法令改正に伴い所要の整理を
おこなったもの

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概
要（２）　５．特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く。）　提供先１

番号法第１９条第８号別表第二に定める情報照
会者（別紙１参照）

番号法第19条第8号に基づく主務省令第2条の表
に定める情報照会者（別紙１参照）

事後

法令改正に伴い所要の整理を
おこなったもの

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概
要（２）　５．特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く。）　提供先２　⑥提供方法

紙、その他（ＣＤ－ＲＯＭ、LGWAN回線） 紙、その他（LGWAN回線） 事後
法令改正に伴い所要の整理を
おこなったもの

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概
要（２）　５．特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く。）　提供先１　②提供先にお
ける用途

番号法第１９条第８号別表第二に定める各事務
（別紙１参照）

番号法第19条第8号に基づく主務省令第2条の表
に定める各事務（別紙１参照）

事後

令和8年1月5日

令和8年1月5日

令和8年1月5日

令和8年1月5日


